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※１【歩道を通行できるとき】 

●道路標識や道路標示で歩道を通行する

ことができるとされているとき 

●１３歳未満の子供や７０歳以上の高齢者 

又は一定の身体障害を有する方が運転 

●車道又は交通の状況から照らして通行

の安全を確保するためにやむを得ないとき 

※２ 安全な運転に必要な交通に関する音又は声 

  が聞こえる場合を除きます。 

※３ 自転車を運転するときは、自転車のハンドル 

  ブレーキその他の装置を確実に操作しかつ、他 

  人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転 

  しなければなりません。 

 


